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略式訴訟に関する経過報告及び当社の対応に関するお知らせ 

 

                              

平成 23 年 4 月 8 日に公表致しました通り、当社は、業務提携先である Euro Cruise Holdings B.V.（以下、

「同社」とする）に対して、業務提携契約に基づく運航業務委託費の範囲等に関する当該認識の相違の解消を図る

ことを目的として、オランダの法律に基づく voorlopige voorzieningen procedure（略式訴訟）を提起し、オラ

ンダ ヘルダランド州アーネム地方裁判所において係争中でありました。 

当社は、本略式訴訟において、平成 23 年 12 月に将来の提携関係及びそれに関する修正契約書の内容に同意し調

印する方向で進んでいた経緯及び修正契約書において当該認識の相違の解消は図かれる旨を主張致しました。 

平成 23 年 5 月 3 日付の取締役会において、今後も継続的に取引を行う予定であることを再度勘案し、1 ヵ月を

期限として解決のための交渉を行うことを決議し、この証として同日付で同社と Stand Still Agreement（休止契

約）を締結致しました。この結果、Stand Still Agreement（休止契約）の有効期間である 1 ヶ月間は一切の法的

手続の執行は当事者間において凍結されます。 

このような状況の中、オランダ ヘルダランド州アーネム地方裁判所において、当社が提起した略式訴訟の判決

が平成 23 年 5 月 5日に送達されております。 

1. 略式訴訟の判決の内容 

(1) 判決のあった年月日及び判決が送達された年月日 

判決のあった年月日： 平成 23 年 5月 4日 

判決が送達された年月日： 平成 23 年 5月 5日 

(2) 判決の内容（要旨） 

平成 22 年 12 月時点での修正契約書の内容について、当社と同社の間で一定の合意が得られていたという見解の

下、両社に対して修正契約書の内容に従い交渉の継続を求めるものであります。 

2. 今後の対応及び業績に与える影響 

上記の通り、平成 23 年 5 月 3 日付の Stand Still Agreement（休止契約）により、同日より 1 ヶ月間の間、一切

の法的手続は凍結されており、当社は当社ツアーの円滑な催行を維持するため、新たな運航業務契約の締結を実

現できるよう努める方針でありますが、現時点までの交渉の経過等の状況を勘案した結果、平成 23 年 5 月 12 日

付「平成 23 年 3 月期 業績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知らせ」に記載しました通り、将来発生

する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を貸倒引当金として計上いたしました。 

尚、今回の開示は、平成 23 年 5月 12 日開催の取締役会において決議しております。 

以 上 


